
 

 

兵庫県立大学教学マネジメントセンター規程 

 

（目的） 

第１条 この規程は、兵庫県立大学総合教育機構規程（平成25年兵庫県立大学規定第86号）第３条の

３第２項の規定に基づき、教学マネジメントセンター（以下「センター」という。）の組織及び運

営について必要な事項を定めるものとする。 

 

（業務） 

第２条 センターは、次に掲げる業務を行う。  

（１） 教学マネジメントの推進に関する企画・立案、実施に関すること。 

（２） 部局等における内部質保証の取組への支援に関すること。  

（３） 教学ＩＲのための情報収集・分析・提供に関すること。 

（４） 教学マネジメントの推進に資するＦＤ・ＳＤ活動の実施に関すること。 

（５） 本学における教育・学修成果等に関する情報発信に関すること。 

（６） 教学マネジメントに係る外部機関等との連携に関すること。 

（７） その他教学マネジメントの推進に関すること。 

 

（組織） 

第３条 センターに、次に掲げる職を置く。 

（１） センター長 

（２） 副センター長 

２ センター長は、兵庫県立大学総合教育機構長をもって充てる。 

３ センター長は、センターの業務を掌理する。 

４ 副センター長は、センター長が指名する。 

５ 副センター長は、センター長の職務を補佐し、センター長に事故があるとき、又は欠けたとき、

その職務を代理する。 

６ センター長は、センターの特命事務を処理するため、センター長の補佐職を置くことができる。 

７ 第１項及び第６項に掲げる職のほか、センターに常勤又は非常勤の教職員を置くことができる。 

 

（教学マネジメント委員会） 

第４条 全学的な内部質保証の責任を担うとともに、センターの業務に係る重要な事項について審議

する組織として、教学マネジメント委員会（以下「委員会」という。）を置く。 

  

 （審議事項） 

第５条 委員会は、次に掲げる事項を審議し、又は実施する。 

（１） 教学マネジメントの推進に関する方針等の決定に関すること。 

（２） 自己評価委員会による自己点検・評価を踏まえた内部質保証の推進に関すること。 

（３） 外部機関による評価を踏まえた内部質保証の推進に関すること。 

（４） 教学ＩＲの推進及び適正な運用に関すること。 

（５） 自己評価委員会への報告及び情報公開に関すること。 

（６） 教学マネジメントの推進に資するＦＤ・ＳＤ活動に関すること。 

（７） その他教学マネジメントの推進に関すること。 

 



 

 

（組織等） 

第６条 委員会は、次に掲げる職を置く。 

（１） 委員長 

（２） 副委員長 

(３)  委員 

２ 委員長は、総合教育機構長をもって充てる。 

３ 副委員長は、委員長が指名する。 

４ 委員長は、委員会の会務を総理し、委員会を代表する。 

５ 副委員長は、委員長の職務を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副

委員長がその職務を代理する。 

６ 委員長及び副委員長ともに事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委

員が、その職務を代理する。 

７ 副委員長の任期は２年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の後任者の任期は、前

任者の残任期間とする。 

８ 委員は、次に掲げる者とする。 

（１） 部局等から選出された教員 

（２） 事務局教育企画部長 

（３） その他委員長が必要と認めた者 

 

（任期） 

第７条 前条第８項第１号及び第３号に掲げる委員の任期は１年とし、再任を妨げない。ただし、欠

員が生じた場合は、前任者の残任期間とする。 

 

（会議） 

第８条 委員会は、委員長が招集する。 

２ 委員会は、委員の３分の２以上の出席がなければ、会議を開くことができない。 

３ 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。 

４ 委員は、事故その他やむを得ない理由により委員会に出席できないときは、あらかじめ委員長の

承認を得て、代理人を出席させることができる。 

 

（委員以外の者の出席） 

第９条 委員長が審議に必要があると認めた場合は、委員会の同意を得て、委員以外の者を会議に出

席させ、意見を聴くことができる。  

 

（部局等における内部質保証体制） 

第10条 部局等における内部質保証の取組を推進するため、各部局等に内部質保証を担当する組織を

置く。 

 

（補則） 

第11条 この規程に定めるもののほか、センターの運営に関して必要な事項は、別に定める。 

 

   附 則（令和５年３月３日制定） 

 この規程は、令和５年４月１日から施行する。 


